
設
立
の
目
的
＝
憲
法
に
保
障
さ
れ
て
い
る

基
本
的
人
権
を
擁
護
し
、
町
民
ぐ
る
み
で

人
権
意
識
の
普
及
高
揚
に
関
す
る
啓
発
活

動
を
行
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
が
尊
重
さ
れ

る
住
み
よ
い
町
づ
く
り
の
実
現
に
寄
与
す

る
こ
と

構
成
団
体
＝
各
自
治
会
、
民
生
委
員
児
童

委
員
協
議
会
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
障
害

者
団
体
連
絡
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
、

商
工
会
、
と
よ
の
人
権
地
域
協
議
会
、
人

権
擁
護
委
員
会
な
ど

活
動
内
容
＝
人
権
に
関
す
る
標
語
等
の
募

集
・
研
修
会
・
人
権
を
考
え
る
集
い
・
施

設
見
学
会
な
ど

以
下
、
昨
年
度
の
活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

○
人
権
に
関
す
る
標
語
等
募
集
事
業

　
小
中
学
生
の
部
（
作
文
、
絵
画
）
、
一

般
の
部
（
標
語
）
を
募
集
し
、
入
選
作
品

を
決
定
し
ま
し
た
。
12
月
３
日
「
人
権
を

考
え
る
集
い
」
に
お
い
て
、
入
選
さ
れ
た

皆
さ
ん
の
表
彰
式
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

入
選
作
品
に
つ
い
て
は
啓
発
カ
レ
ン

ダ
ー
、
広
報
等
に
掲
載
し
、
人
権
啓
発
活

動
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
（
町
教
育
委
員

会
と
の
共
催
）
。

○�
人
権
を
考
え
る
集
い　
講
演
会
＆
ラ
イ
ブ

「
自
分
ら
し
く
生
き
る
」

　
悠
以
（
ゆ
い
）
さ
ん　
講
演
＆
ラ
イ
ブ

　
12
月
３
日
、
ユ
ー
ベ
ル
ホ
ー
ル
に
お
い

て
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
悠
以
さ

ん
を
お
迎
え
し
、
「
自
分
ら
し
く
生
き

る
」
を
テ
ー
マ
に
講
演
会
＆
ラ
イ
ブ
を
開

催
し
ま
し
た
。
悠
以
さ
ん
は
、
体
の
性
と

心
の
性
が
一
致
し
な
い
性
同
一
性
障
害
、

い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
す
。

多
彩
な
性
の
こ
と
な
ど
、
「
当
た
り
ま
え

の
こ
と
を
当
た
り
前
に
で
き
る
社
会
に
な

る
よ
う
に
」
と
の
思
い
を
胸
に
、
ご
講
演

い
た
だ
き
ま
し
た
。
分
か
り
や
す
く
説
得

力
の
あ
る
悠
以
さ
ん
の
お
話
に
、
来
場
さ

れ
た
皆
さ
ん
は
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ま

し
た
。

　
ま
た
、ラ
イ
ブ
で
は「
と
び
ら
開
け
て
」

な
ど
の
歌
を
披
露
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
二
色
の
声〈
男
声
・
女
声
〉を
持
つ
奇
跡

の
歌
姫
」の
奏
で
る
歌
声
を
聴
き
、悠
以
さ

ん
の
思
い
を
受
け
止
め
な
が
ら
、「
自
分
ら

し
く
生
き
る
」と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、深

く
考
え
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

○
研
修
会

　
２
月
10
日
に
、生
野
コ
リ
ア
タ
ウ
ン
周
辺

で
人
権
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と

講
演
会
に
参
加
し
、知
識
を
深
め
ま
し
た
。

○
人
権
週
間
の
ぼ
り
の
設
置

　
12
月
4
日
～
10
日
の
人
権
週
間
中
に
、

豊
能
町
役
場
、
吉
川
支
所
や
小
中
学
校
、

保
育
所
、
幼
稚
園
等
に
の
ぼ
り
を
設
置
し

ま
し
た
。

　
今
年
度
も
、
講
演
会
等
さ
ま
ざ
ま
な
機

会
を
設
け
、
啓
発
活
動
に
取
り
組
む
予
定

で
す
。

　
み
な
さ
ん
は
「
人
権
擁
護
委
員
」
を
ご

存
じ
で
す
か
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権

擁
護
委
員
法
に
基
づ
き
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
を
受
け
て
活
動
し
て
い
る
民
間
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
す
。
地
域
の
み
な
さ
ん
か
ら
人

権
相
談
を
受
け
、
問
題
解
決
の
お
手
伝
い

を
し
た
り
、
法
務
局
の
職
員
と
協
力
し
て

人
権
侵
害
に
よ
る
被
害
者
の
救
済
を
し
た

り
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
人
権
に
つ
い
て
関

心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
啓
発
活
動

を
、
日
々
、
地
域
の
中
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　
豊
能
町
で
は
、
５
名
の
人
権
擁
護
委
員

が
活
動
し
て
い
ま
す
。

○
「
人
権
の
花
運
動
」
「
人
権
教
室
」

　

人
権
擁
護
委
員
の
主
な
活
動
で
は
、

「
人
権
の
花
運
動
」
「
人
権
教
室
」
が
あ

り
ま
す
。
昨
年
は
、
吉
川
小
学
校
で
実
施

し
ま
し
た
。

　
「
人
権
の
花
運
動
」
は
小
学
生
を
対
象

と
し
た
啓
発
運
動
で
す
。
花
の
種
子
、
球

根
な
ど
を
、
子
ど
も
た
ち
が
協
力
し
育
て

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
の
尊
さ
を
実
感
し
、

そ
の
中
で
豊
か
な
心
を
育
み
、
優
し
さ
と

思
い
や
り
の
心
を
体
得
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
も
の
で
す
。
昨
年
は
、
１
、
２
年

生
を
対
象
に
実
施
し
ま
し
た
。

　
「
人
権
教
室
」
は
吉
川
小
学
校
の
全
校

生
を
対
象
に
実
施
し
、
人
権
擁
護
委
員
会

が
作
成
し
た
資
料
で
、
「
ち
が
い
の
大
切

さ
」
を
伝
え
ま
し
た
。
「
一
人
ひ
と
り
が
、

か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
り
、
自
分
と

違
う
と
こ
ろ
を
認
め
合
う
こ
と
で
、
も
っ

と
す
て
き
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

特
集「
人
権
の
ひ
ろ
ば
」

特
集「
人
権
の
ひ
ろ
ば
」

豊
能
町
人
権
ま
ち
づ
く
り
協
会

人
権
擁
護
委
員
を
ご
存
知
で
す
か
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豊
能
町
で
は
、
２
０
２
３
（
令
和
５
）

年
度
に
第
３
次
豊
能
町
男
女
共
同
参
画
プ

ラ
ン
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
今
も
な
お
根
強
く
残
る
性
別
に
よ
る
固

定
的
役
割
分
担
意
識
や
配
偶
者
等
か
ら
の

暴
力
な
ど
の
課
題
に
対
応
し
、
す
べ
て
の

人
が
性
別
に
関
わ
ら
ず
対
等
な
関
係
で
多

様
な
生
き
方
を
選
択
し
、
活
躍
で
き
る
男

女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
目
指
す
プ
ラ

ン
で
す
。

（
第
３
次
豊
能
町
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン

U
R
L
）

　
全
国
的
な
人
権
を
取
り
ま
く
現
状
を
か

ん
が
み
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ

Ｓ
に
よ
る
差
別
事
象
で
あ
っ
た
り
、
性
別

に
関
わ
る
人
権
侵
害
、
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
な
ど

様
々
な
偏
見
や
差
別
が
根
強
く
残
っ
て
い

ま
す
。

　
本
町
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
人
権
擁
護
の

諸
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し

て
参
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
＝
住
民
人
権
課

☎
7
3
9
‐
3
4
0
2

　
こ
ど
も
を
め
ぐ
る
人
権
問
題
の
解
決
の

た
め
に
、
電
話
相
談
を
強
化
し
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

電
話
番
号
【
こ
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
】

０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

（
ぜ
ろ
ぜ
ろ
な
な
の
ひ
ゃ
く
と
お
ば
ん
）

　

電
話
相
談
以
外
に
も
、
通
年
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
パ
ソ
コ
ン
や

携
帯
電
話
か
ら
も
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談
窓
口
U
R
L
）

（
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
）

@
linejinkensoudan

実
施
期
間
＝
８
月
21
日
（
水
）
～
８
月
27

日
（
火
）

受
付
時
間
＝
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

　

た
だ
し
、
８
月
24
日
（
土
）
・
25
日

（
日
）
は
午
前
10
時
～
午
後
５
時

相
談
内
容
＝
い
じ
め
、
体
罰
、
不
登
校
、

児
童
虐
待
な
ど
、
こ
ど
も
の
人
権
問
題

担
当
者
＝
人
権
擁
護
委
員
、
法
務
局
職
員

問
＝
大
阪
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
０
６
‐
６
９
４
２
‐
９
４
９
６

全
国
一
斉
「
こ
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間

第
３
次
豊
能
町
男
女
共
同
参
画

プ
ラ
ン
を
策
定
し
て
い
ま
す

人権に関する標語等の募集
～～　みんなで人権の大切さを考えてみませんか。　～～

　幅広く人権に関する標語等を募集します。テーマは特に設けませんので、日常生活の中で人権について感じ
ておられることなどについてご応募ください。
※詳細については、同配のチラシをご参照ください。
対・内＝�・小中学生の部（作文、絵画）�

・一般の部（標語）
応募方法＝�・町立の小中学校に在学の方は各学校へご応募ください。�

・町立の小中学校以外に在学の方、一般の部の方は下記によりご応募ください。�
　住所、氏名、電話番号、応募対象（一般の部または小中学生の部。※小中学生の部は必ず学年も�
　記入してください。）を明記し、ハガキ、封書、ＦＡＸ、Ｅメールでご応募ください。�
・一般の部は、町内に在住・在勤の方に限らせていただきます。�
・応募は、作文・絵画はおひとり１作品、標語は３作品までとします。�
・入選はおひとり１作品とします。

締＝�小中学生の部（絵画）、一般の部（標語）� ９月13日（金）まで�
小中学生の部（作文）� � � 10月15日（火）まで

あて先＝�〒５６３－０２９２（住所記載不要）豊能町住民人権課内　豊能町人権まちづくり協会事務局　宛
問＝豊能町人権まちづくり協会事務局　☎739-3402（直通）　 739-1980　✉jinken@town.toyono.osaka.jp
主催＝豊能町人権まちづくり協会　共催＝豊能町教育委員会
　入選した方は、2024（令和６）年12月７日（土）にユーベルホールで開催予定の「人権を考える集い」に
おいて表彰します。（※予定が変更になる場合があります。）
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